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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　永久磁石を保持するための磁石保持用ベースであって、
　前記永久磁石を収容するための開口部が、表側から裏側へ通じるように形成されており
、
　前記開口部の側壁には、当該開口部に収容される前記永久磁石が前記裏側から脱落する
ことを防止するように、前記裏側へ向かうのに伴い内方に張り出す張り出し部が形成され
ており、
　前記表側から前記開口部への前記永久磁石の挿入を可能にするとともに、逆戻りを防止
する戻り止め部材が形成されている、磁石保持用ベース。
【請求項２】
　前記戻り止め部材は、
　前記開口部の前記表側の端縁のうち複数箇所から前記開口部の内方へ向かって突出する
複数の突出部と、
　前記複数の突出部のうちの少なくとも１つを、前記磁石保持用ベースの残余の部分に連
結する連結部と、を含んでおり、
　前記磁石保持用ベースの前記表側には、前記開口部から見て、前記少なくとも１つの突
出部の後方に、溝が形成されており、
　前記少なくとも１つの突出部は、前記連結部が前記溝の方へ弾性変形することによって
、前記開口部の外方へ後退可能である、請求項１に記載の磁石保持用ベース。
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【請求項３】
　前記少なくとも１つの突出部は、前記磁石保持用ベースの前記表側の上方から前記開口
部に向かうほど、前記開口部の入口を狭めるように傾斜した平面ないし曲面である案内面
を、表面に有する請求項２に記載の磁石保持用ベース。
【請求項４】
　前記複数の突出部は、前記開口部の前記表側の端縁のうち互いに対向する２箇所から前
記開口部の内方へ向かって突出する２つの突出部であり、
　前記少なくとも１つの突出部は、前記２つの突出部の少なくとも一方である、請求項３
に記載の磁石保持用ベース。
【請求項５】
　前記戻り止め部材は、前記開口部の前記表側の端縁のうち互いに対向する２箇所から前
記開口部の内方へ向かって突出する２つの突出部を有しており、
　前記張り出し部は、前記２つの突出部のうちの少なくとも１つの突出部とともに、前記
開口部の側壁に、奥へ至るほど連続的に幅狭となる凹部を形成する部分を有しており、
　前記凹部を形成する前記少なくとも１つの突出部と前記張り出し部の前記部分との少な
くとも一方は、前記凹部へ外部の楔状体を押し込むことにより、前記凹部の幅を拡げるよ
うに弾性変形させることが可能である、請求項１に記載の磁石保持用ベース。
【請求項６】
　前記張り出し部は、前記２つの突出部と共に、前記開口部の互いに対向する側壁に、奥
へ至るほど連続的に幅狭となる凹部をそれぞれ形成しており、
　互いに対向する前記側壁に形成された前記２つの凹部の一方は他方よりも奥行きが深く
、当該一方の凹部を形成する１つの突出部と前記張り出し部の部分との少なくとも一方は
、前記一方の凹部へ外部の楔状体を押し込むことにより、前記一方の凹部の幅を拡げるよ
うに弾性変形させることが可能である、請求項５に記載の磁石保持用ベース。
【請求項７】
　前記張り出し部は、対向する前記２つの凹部を形成する部分のみを有している、請求項
６に記載の磁石保持用ベース。
【請求項８】
　前記開口部は長矩形であり、
　前記２つの突出部は、前記長矩形の開口部の互いに遠い対辺に設けられている、請求項
４ないし７の何れかに記載の磁石保持用ベース。
【請求項９】
　請求項１ないし３の何れかに記載の磁石保持用ベースと、
　一主面を有し、当該一主面が前記磁石保持用ベースの前記裏側に向くように、前記開口
部に保持される永久磁石と、を備え、
　前記永久磁石の前記一主面の周辺部の少なくとも一部には、前記磁石保持用ベースの前
記開口部の前記張り出し部を逃がすことにより、前記一主面の側を前記磁石保持用ベース
の前記裏側から頭出し可能とする後退部が形成されている磁石ホルダ。
【請求項１０】
　請求項４ないし７の何れかに記載の磁石保持用ベースと、
　一主面を有し、当該一主面が前記磁石保持用ベースの前記裏側に向くように、前記開口
部に保持される永久磁石と、を備え、
　前記永久磁石の前記一主面の周辺部の少なくとも一部には、前記磁石保持用ベースの前
記開口部の前記張り出し部を逃がすことにより、前記一主面の側を前記磁石保持用ベース
の前記裏側から頭出し可能とする後退部が形成されている磁石ホルダ。
【請求項１１】
　請求項８に記載の磁石保持用ベースと、
　一主面を有し、当該一主面が前記磁石保持用ベースの前記裏側に向くように、前記開口
部に保持される永久磁石と、を備え、
　前記永久磁石の前記一主面の周辺部の少なくとも一部には、前記磁石保持用ベースの前
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記開口部の前記張り出し部を逃がすことにより、前記一主面の側を前記磁石保持用ベース
の前記裏側から頭出し可能とする後退部が形成されており、
　前記永久磁石は長矩形の板状である磁石ホルダ。
【請求項１２】
　前記永久磁石は、前記２つの突出部を互いに結ぶ前記開口部の幅方向と、当該開口部の
深さ方向とに遊びを持って、前記開口部に保持されている、請求項１０又は１１に記載の
磁石ホルダ。
【請求項１３】
　前記永久磁石は、前記磁石保持用ベースの前記表側から着脱可能に前記開口部に保持さ
れている、請求項９ないし１２の何れかに記載の磁石ホルダ。
【請求項１４】
　前記開口部として、同一形状の複数の単位開口部が形成されており、
　前記張り出し部として、同一形状の複数の単位張り出し部が、前記複数の単位開口部に
対応して形成されており、
　前記戻り止め部材として、同一形状の複数の単位戻り止め部材が、前記複数の単位開口
部に対応して形成されており、
　前記永久磁石として、１個ないし同一形状の２個以上の単位磁石が、前記磁石保持用ベ
ースの前記表側から着脱可能に、前記複数の単位開口部の少なくとも一部に保持されてい
る、請求項１３に記載の磁石ホルダ。
【請求項１５】
　請求項９ないし１４の何れかに記載の磁石ホルダと、
　リングバインダと、を備え、
　当該リングバインダは、
　前記磁石保持用ベースの前記表側に取り付けられたリング支持部と、
　当該リング支持部に開閉可能に支持された複数のリングと、を有し、
　前記リング支持部は、前記複数のリングが閉じられると、閉状態を維持する閉維持機構
を含んでいる、磁石付きバインダ。
【請求項１６】
　前記リングバインダの前記複数のリングの各々は、前記複数のリングの配列方向が水平
となるように前記永久磁石の前記一主面を鉛直な磁性体壁に吸着させたときに、下側に位
置する部分において、前記リング支持部から離れるに伴い上方に傾斜して延びる第１の線
状部分を有する、請求項１５に記載の磁石付きバインダ。
【請求項１７】
　前記リングバインダの前記複数のリングの各々は、前記複数のリングの配列方向が水平
となるように前記永久磁石の前記一主面を鉛直な磁性体壁に吸着させたときに、上側に位
置する部分において、前記リング支持部から離れるに伴い上方に傾斜して延びる第２の線
状部分を有する、請求項１５又は１６に記載の磁石付きバインダ。
【請求項１８】
　磁石付きバインダであって、
　磁石保持用ベースと、
　リングバインダと、を備え、
　当該リングバインダは、
　前記磁石保持用ベースの表側に取り付けられたリング支持部と、
　当該リング支持部に開閉可能に支持された複数のリングと、を有し、
　前記リング支持部は、前記複数のリングが閉じられると、閉状態を維持する閉維持機構
を含んでおり、
　前記磁石付きバインダは、
　前記磁石保持用ベースに取り付けられ、磁性体壁に吸着することにより、前記磁石保持
用ベースの裏側が前記磁性体壁に面した状態で前記磁石保持用ベースを前記磁性体壁に保
持する永久磁石を、さらに備える磁石付きバインダ。
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【請求項１９】
　前記磁石保持用ベースには、前記表側から前記裏側へ通じる開口部が形成されており、
　前記永久磁石は、一主面を有し、当該一主面の側が前記磁石保持用ベースの前記裏側か
ら頭出し可能なように、前記開口部に保持されることにより、前記磁石保持用ベースに取
り付けられている、請求項１８に記載の磁石付きバインダ。
【請求項２０】
　前記永久磁石は、前記磁石保持用ベースの前記表側から着脱可能に前記開口部に保持さ
れている、請求項１９に記載の磁石付きバインダ。
【請求項２１】
　前記開口部として、同一形状の複数の単位開口部が形成されており、
　前記永久磁石として、１個ないし同一形状の２個以上の単位磁石が、前記磁石保持用ベ
ースの前記表側から着脱可能かつ各々の一主面の側が前記裏側から頭出し可能に、前記複
数の単位開口部の少なくとも一部に保持されている、請求項２０に記載の磁石付きバイン
ダ。
【請求項２２】
　前記リングバインダの前記複数のリングの各々は、前記複数のリングの配列方向が水平
となるように前記磁石付きバインダを鉛直な磁性体壁に吸着させたときに、下側に位置す
る部分において、前記リング支持部から離れるに伴い上方に傾斜して延びる第１の線状部
分を有する、請求項１８ないし２１の何れかに記載の磁石付きバインダ。
【請求項２３】
　前記リングバインダの前記複数のリングの各々は、前記複数のリングの配列方向が水平
となるように前記磁石付きバインダを鉛直な磁性体壁に吸着させたときに、上側に位置す
る部分において、前記リング支持部から離れるに伴い上方に傾斜して延びる第２の線状部
分を有する、請求項１８ないし２２の何れかに記載の磁石付きバインダ。
【請求項２４】
　前記リングバインダの前記複数のリングの配列方向と交差する方向に前記リングバイン
ダと並ぶように、前記磁石保持用ベースの前記表側に取り付けられ、前記複数のリングと
同間隔の２以上のパンチ孔を紙葉に形成するパンチ機構を、さらに備える請求項１５、１
８ないし２１の何れかに記載の磁石付きバインダ。
【請求項２５】
　前記リングバインダの前記複数のリングの配列方向と交差する方向、かつ前記第１の線
状部分から遠い側に前記リングバインダと並ぶように、前記磁石保持用ベースの前記表側
に取り付けられ、前記複数のリングと同間隔の２以上のパンチ孔を紙葉に形成するパンチ
機構を、さらに備える請求項１６又は２２に記載の磁石付きバインダ。
【請求項２６】
　前記リングバインダの前記複数のリングの配列方向と交差する方向、かつ前記第２の線
状部分から近い側に前記リングバインダと並ぶように、前記磁石保持用ベースの前記表側
に取り付けられ、前記複数のリングと同間隔の２以上のパンチ孔を紙葉に形成するパンチ
機構を、さらに備える請求項１７又は２３に記載の磁石付きバインダ。
【請求項２７】
　前記パンチ機構は、前記磁石保持用ベースに取り付けられ当該磁石保持用ベースを覆う
ことにより内部に空洞を形成して、パンチくずを収納する台座部を有しており、
　前記磁石保持用ベースには、前記空洞に連通し、パンチくずを排出するための排出口が
、前記空洞のうち、前記リングバインダから遠い側に形成されている、請求項２４ないし
２６の何れかに記載の磁石付きバインダ。
【請求項２８】
　前記パンチ機構は、
　前記台座部の複数箇所において、かしめ孔を形成するようにかしめられることによって
、当該台座部に固定されたハンドル支持部と、
　当該ハンドル支持部に回動可能に支持されたハンドルと、
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　当該ハンドルに連結し、当該ハンドルの回動に伴い前進後退することにより、前記台座
部と前記ハンドル支持部との間の間隙に挿入された紙葉に、前記２以上のパンチ孔を形成
する２以上のパンチ棒と、を更に有し、
　前記台座部は、前記ハンドル支持材を固定するための前記複数のかしめ孔に通された複
数の締結部材により、前記磁石保持用ベースに固定されている、請求項２７に記載の磁石
付きバインダ。
【請求項２９】
　前記開口部として、同一形状の複数の単位開口部が形成されており、
　前記張り出し部として、同一形状の複数の単位張り出し部が、前記複数の単位開口部に
対応して形成されており、
　前記戻り止め部材として、同一形状の複数の単位戻り止め部材が、前記複数の単位開口
部に対応して形成されている、請求項１ないし８の何れかに記載の磁石保持用ベース。
【請求項３０】
　リングバインダであって、
板状体の主面に取り付け可能なリング支持部と、
　当該リング支持部に開閉可能に支持された複数のリングと、を備え、
　前記リング支持部は、前記複数のリングが閉じられると、閉状態を維持する閉維持機構
を含んでおり、
　前記複数のリングの各々は、前記リング支持部が前記板状体に取り付けられ、当該板状
体の前記主面が鉛直方向に沿い、かつ前記複数のリングの配列方向が水平となる姿勢を前
記リングバインダが取るときに、下側に位置する部分において、前記リング支持部から離
れるに伴い上方に傾斜して延びる第１の線状部分を有する、リングバインダ。
【請求項３１】
　前記複数のリングの各々は、前記リングバインダが前記姿勢にあるときに上側に位置す
る部分において、前記リング支持部から離れるに伴い上方に傾斜して延びる第２の線状部
分を有する、請求項３０に記載のリングバインダ。
【請求項３２】
　リングバインダであって、
　板状体の主面に取り付け可能なリング支持部と、
　当該リング支持部に開閉可能に支持された複数のリングと、を備え、
　前記リング支持部は、前記複数のリングが閉じられると、閉状態を維持する閉維持機構
を含んでおり、
　前記複数のリングの各々は、前記リング支持部が前記板状体に取り付けられ、当該板状
体の前記主面が鉛直方向に沿い、かつ前記複数のリングの配列方向が水平となる姿勢を前
記リングバインダが取るときに、上側に位置する部分において、前記リング支持部から離
れるに伴い上方に傾斜して延びる第２の線状部分を有する、リングバインダ。
【請求項３３】
　請求項１ないし８及び２９の何れかに記載の磁石保持用ベースの前記開口部に収容して
使用するための永久磁石であって、
　一主面を有し、当該一主面が前記磁石保持用ベースの前記裏側に向くように、前記開口
部に保持可能であり、
　前記一主面の周辺部の少なくとも一部には、前記開口部の前記張り出し部を逃がすこと
により、前記一主面の側を前記磁石保持用ベースの前記裏側から頭出し可能とする後退部
が形成されている永久磁石。
【請求項３４】
　前記永久磁石は長矩形の板状である、請求項３３に記載の永久磁石。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁石を保持するための磁石保持用ベース、磁石を保持した磁石ホルダ、磁石
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を有し紙葉を綴じて磁性体壁などに保持する磁石付きバインダ、磁石付きバインダへの利
用に好適なリングバインダ、磁石ホルダへの利用に好適な永久磁石に関する。
【背景技術】
【０００２】
　弾性力により紙葉を挟んで、磁性体壁に保持する磁石付きクリップが知られている（特
許文献１）。クリップは磁石の吸着力により壁面に保持されるものであることから、クリ
ップを磁性体壁から引き離すことも、別の位置に移動させることも容易である。また、ク
リップは開閉可能であるため、紙葉を差し替えることが可能であり、一旦閉じると弾性力
により紙葉を保持し続けるので、紙葉を磁性体壁に掲示し続けることができる。しかし、
クリップは弾性力で紙葉を挟み込むものであるため、紙葉を取り扱う際に、紙葉が散らば
り易いという問題点があった。
【０００３】
　また、特許文献１に開示される磁石付きクリップでは、クリップの台座に形成された嵌
合孔に磁石が埋設されており、それにより、クリップの薄型化が図られている。さらに、
嵌合孔底部に突設された係止突片により、接着剤を要することなく脱落を防止して、磁石
が嵌合孔に保持される。しかし、磁石の吸着面は台座の底面から後退しており、十分な吸
着力を発揮することが困難である、という問題点があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２５１３８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は上記の問題点に鑑みてなされたもので、磁石の吸着力を有効に発揮させる磁石
保持用ベース、磁石ホルダ及び永久磁石、並びに、紙葉を取り扱う際に散らばりにくく、
紙葉を手短に頁形成し製本して壁面に保持することを可能にする磁石付きバインダ、及び
当該磁石付きバインダへの利用に好適なリングバインダを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決し上記目的を達成するために、本発明のうち第１の態様に係るものは、
永久磁石を保持するための磁石保持用ベースであって、前記永久磁石を収容するための開
口部が、表側から裏側へ通じるように形成されている。また、前記開口部の側壁には、当
該開口部に収容される前記永久磁石が前記裏側から脱落することを防止するように、前記
裏側へ向かうのに伴い内方に張り出す張り出し部が形成されている。さらに、磁石保持用
ベースには、前記表側から前記開口部への前記永久磁石の挿入を可能にするとともに、逆
戻りを防止する戻り止め部材が形成されている。
【０００７】
　この構成によれば、戻り止め部材の働きにより、磁石保持用ベースの表側から開口部に
永久磁石を挿入することができ、挿入後には戻り止め部材の働きにより、永久磁石は磁石
保持用ベースの表側から脱落しない。開口部の側壁には張り出し部が形成されているので
、開口部に挿入された永久磁石は、磁石保持用ベースの裏側から脱落しない。このように
、脱落を防止して永久磁石を開口部に収容することができる。永久磁石として、一主面の
周辺部の少なくとも一部に後退部を有する本発明の一態様に係るものを用いることにより
、当該一主面の側を磁石保持用ベースの裏側から頭出しすることができる。それにより永
久磁石は、磁石保持用ベースに妨げられて磁性体壁等の吸着対象から浮き上がることなく
、吸着対象に吸着する。このため、永久磁石と吸着対象との間の吸着力が有効に発揮され
る。なお、張り出し部は、開口部の表側から裏側へ向かうのに伴って内方に張り出すもの
であれば足り、例えば斜面あるいは段差をなすように形成することができる。
【０００８】
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　本発明のうち第２の態様に係るものは、第１の態様に係る磁石保持用ベースであって、
前記戻り止め部材は、前記開口部の前記表側の端縁のうち複数箇所から前記開口部の内方
へ向かって突出する複数の突出部と、前記複数の突出部のうちの少なくとも１つを、前記
磁石保持用ベースの残余の部分に連結する連結部と、を含んでいる。また、前記磁石保持
用ベースの前記表側には、前記開口部から見て、前記少なくとも１つの突出部の後方に、
溝が形成されている。さらに、前記少なくとも１つの突出部は、前記連結部が前記溝の方
へ弾性変形することによって、前記開口部の外方へ後退可能である。
【０００９】
　この構成によれば、複数の突出部のうちの少なくとも１つを、開口部の外方へ後退させ
ることにより、磁石保持用ベースの表側の開口部の入口を拡げることができ、それにより
永久磁石を開口部へ挿入することができる。永久磁石が開口部に挿入されると、後退して
いた突出部は連結部の弾性復元力により元の位置に戻る。それにより、開口部に挿入され
た永久磁石は、磁石保持用ベースの表側から脱落しないように複数の突出部によって係止
される。磁石保持用ベースの表側に溝が形成されており、連結部はこの溝の方へ弾性変形
するので、突出部を磁石保持用ベースの表側から上方に突出させることなく、あるいは高
く突出させることなく、連結部に連結された突出部を開口部の外方へ後退させることがで
きる。
【００１０】
　本発明のうち第３の態様に係るものは、第２の態様に係る磁石保持用ベースであって、
前記少なくとも１つの突出部が、前記磁石保持用ベースの前記表側の上方から前記開口部
に向かうほど、前記開口部の入口を狭めるように傾斜した平面ないし曲面である案内面を
、表面に有するものである。
【００１１】
　この構成によれば、永久磁石を磁石保持用ベースの表側から開口部に挿入する際に、永
久磁石の端縁を案内面に押し当てることにより、突出部を後退させて、開口部の入口を拡
げることができる。
【００１２】
　本発明のうち第４の態様に係るものは、第３の態様に係る磁石保持用ベースであって、
前記複数の突出部は、前記開口部の前記表側の端縁のうち互いに対向する２箇所から前記
開口部の内方へ向かって突出する２つの突出部であり、前記少なくとも１つの突出部は、
前記２つの突出部の少なくとも一方である。
【００１３】
　この構成によれば、複数の突出部が、開口部の表側の端縁のうち互いに対向する２箇所
から開口部の内方へ向かって突出する２つの突出部であるので、永久磁石を磁石保持用ベ
ースの表側から開口部に挿入する際に、開口部の入口を一方向に拡げれば足りるので、作
業が容易である。
【００１４】
　本発明のうち第５の態様に係るものは、第１の態様に係る磁石保持用ベースであって、
前記戻り止め部材が、前記開口部の前記表側の端縁のうち互いに対向する２箇所から前記
開口部の内方へ向かって突出する２つの突出部を有している。前記張り出し部は、前記２
つの突出部のうちの少なくとも１つの突出部とともに、前記開口部の側壁に、奥へ至るほ
ど連続的に幅狭となる凹部を形成する部分を有している。さらに、前記凹部を形成する前
記少なくとも１つの突出部と前記張り出し部の前記部分との少なくとも一方は、前記凹部
へ外部の楔状体を押し込むことにより、前記凹部の幅を拡げるように弾性変形させること
が可能である。
【００１５】
　この構成によれば、磁石保持用ベースの開口部に保持すべき永久磁石として、一主面の
周辺部の少なくとも一部に後退部を有する本発明の一態様に係るものを用い、当該磁石の
後退部を有する一端部を、磁石保持用ベースの表側から開口部へ挿入し、幅の拡張が可能
な開口部側壁の凹部に押し込むことにより、押し込んだ側とは反対側の磁石端部を、他方
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の凹部に対応する突出部と干渉しないように逃がすことができる。それにより、磁石全体
を開口部内に挿入することが可能となる。挿入後には、弾性変形により拡張させた開口部
の凹部の幅が、本来の幅に復帰するので、磁石はもはや２つの突出部の間をすり抜けて、
開口部から磁石保持用ベースの表側に抜け出ることはできない。このように２つの突出部
は、永久磁石の逆戻りを防止する戻り止め部材として機能する。磁石に指の力を付与する
ことにより、凹部の幅が拡がるような弾性変形を可能にするために、例えば、適度な剛性
を有する合成樹脂により磁石保持用ベースを形成することができる。
【００１６】
　本発明のうち第６の態様に係るものは、第５の態様に係る磁石保持用ベースであって、
前記張り出し部が、前記２つの突出部と共に、前記開口部の互いに対向する側壁に、奥へ
至るほど連続的に幅狭となる凹部をそれぞれ形成している。互いに対向する前記側壁に形
成された前記２つの凹部の一方は他方よりも奥行きが深く、当該一方の凹部を形成する１
つの突出部と前記張り出し部の部分との少なくとも一方は、前記一方の凹部へ外部の楔状
体を押し込むことにより、前記一方の凹部の幅を拡げるように弾性変形させることが可能
である。
【００１７】
　この構成によれば、開口部側壁の張り出し部が、開口部の互いに対向する側壁に、奥へ
至るほど連続的に幅狭となる凹部を、互いに対向する２つの突出部と共にそれぞれ形成し
ているので、磁石保持用ベースの開口部に保持すべき永久磁石として、本発明の一態様に
係る永久磁石のうち、一主面の周辺部の互いに対向する部位に後退部を有するものを用い
ることができる。すなわち、当該磁石の後退部を有する一端部を、奥行きが深く幅の拡張
が可能な開口部側壁の凹部に押し込むことにより、磁石全体を開口部内に挿入した後には
、対向する２つの凹部に磁石の両端部が保持されることにより、開口部から磁石保持用ベ
ースの表側及び裏側の何れにも磁石が脱落することを防止することができる。幅を拡げる
ように弾性変形させる必要のない一方の凹部は、他方の凹部よりも浅く形成されるので、
磁石保持用ベースの製造が容易である。
【００１８】
　本発明のうち第７の態様に係るものは、第６の態様に係る磁石保持用ベースであって、
前記張り出し部が、対向する前記２つの凹部を形成する部分のみを有しているものである
。
【００１９】
　この構成によれば、磁石保持用ベースの開口部に保持すべき永久磁石として、本発明の
一態様に係る永久磁石のうち、一主面の周辺部の互いに対向する部位にのみ、後退部を有
するものを用いることができる。磁石の形状が簡素であり、製造が容易である。
【００２０】
　本発明のうち第８の態様に係るものは、第４ないし第７の何れかの態様に係る磁石保持
用ベースであって、前記開口部は長矩形であり、前記２つの突出部は、前記長矩形の開口
部の互いに遠い対辺に設けられているものである。
【００２１】
　この構成によれば、２つの突出部が長矩形の開口部の互いに遠い対辺に設けられている
ので、永久磁石を開口部内にさらに容易に挿入することができる。
【００２２】
　本発明のうち第９の態様に係るものは、磁石ホルダであって、第１ないし第３の何れか
の態様に係る磁石保持用ベースと、一主面を有し、当該一主面が前記磁石保持用ベースの
前記裏側に向くように、前記開口部に保持される永久磁石と、を備えている。前記永久磁
石の前記一主面の周辺部の少なくとも一部には、前記磁石保持用ベースの前記開口部の前
記張り出し部を逃がすことにより、前記一主面の側を前記磁石保持用ベースの前記裏側か
ら頭出し可能とする後退部が形成されている。
【００２３】
　この構成によれば、第１ないし第３の何れかの態様に係る磁石保持用ベースと、これに



(9) JP 4709940 B1 2011.6.29

10

20

30

40

50

適した永久磁石とが用いられるので、これらの態様に係る磁石保持用ベースについて述べ
たところと同様の作用及び効果が得られる。
【００２４】
　本発明のうち第１０の態様に係るものは、磁石ホルダであって、第４ないし第７の何れ
かの態様に係る磁石保持用ベースと、一主面を有し、当該一主面が前記磁石保持用ベース
の前記裏側に向くように、前記開口部に保持される永久磁石と、を備えている。前記永久
磁石の前記一主面の周辺部の少なくとも一部には、前記磁石保持用ベースの前記開口部の
前記張り出し部を逃がすことにより、前記一主面の側を前記磁石保持用ベースの前記裏側
から頭出し可能とする後退部が形成されている。
【００２５】
　この構成によれば、第４ないし第７の何れかの態様に係る磁石保持用ベースと、これに
適した永久磁石とが用いられるので、当該態様に係る磁石保持用ベースについて述べたと
ころと同様の作用及び効果が得られる。
【００２６】
　本発明のうち第１１の態様に係るものは、磁石ホルダであって、第８の態様に係る磁石
保持用ベースと、一主面を有し、当該一主面が前記磁石保持用ベースの前記裏側に向くよ
うに、前記開口部に保持される永久磁石と、を備えている。前記永久磁石の前記一主面の
周辺部の少なくとも一部には、前記磁石保持用ベースの前記開口部の前記張り出し部を逃
がすことにより、前記一主面の側を前記磁石保持用ベースの前記裏側から頭出し可能とす
る後退部が形成されている。さらに、前記永久磁石は長矩形の板状である。
【００２７】
　この構成によれば、第８の態様に係る磁石保持用ベースと、これに適した永久磁石とが
用いられるので、当該態様に係る磁石保持用ベースについて述べたところと同様の作用及
び効果が得られる。
【００２８】
　本発明のうち第１２の態様に係るものは、第１０又は第１１の態様に係る磁石ホルダで
あって、前記永久磁石が、前記２つの突出部を互いに結ぶ前記開口部の幅方向と、当該開
口部の深さ方向とに遊びを持って、前記開口部に保持されているものである。
【００２９】
　この構成によれば、永久磁石を開口部へ挿入するときに、永久磁石の一端部を、２つの
突出部のうちの一方の下方に位置するように先に開口部内に挿入し、当該一端部を開口部
の側壁に押しやりながら、他端部を開口部内に挿入することが容易となる。
【００３０】
　本発明のうち第１３の態様に係るものは、第９ないし第１２の何れかの態様に係る磁石
ホルダであって、前記永久磁石が、前記磁石保持用ベースの前記表側から着脱可能に前記
開口部に保持されているものである。
【００３１】
　この構成によれば、磁石ホルダを磁性体壁などに吸着させるときのように永久磁石を必
要とするときには、当該永久磁石を磁石保持用ベースに装着し、磁石ホルダを例えば机上
に置いて使用するときのように永久磁石を必要としないときには、当該磁石を磁石保持用
ベースから外すことができる。永久磁石は、磁石保持用ベースの裏側ではなく表側から着
脱可能であるので、磁石ホルダを磁性体壁などに吸着させて使用しているときに、磁石が
不用意に磁石保持用ベースから外れるという不都合を回避することができる。
【００３２】
　本発明のうち第１４の態様に係るものは、第１３の態様に係る磁石ホルダであって、前
記開口部として、同一形状の複数の単位開口部が形成されている。また、前記張り出し部
として、同一形状の複数の単位張り出し部が、前記複数の単位開口部に対応して形成され
ている。さらに、前記戻り止め部材として、同一形状の複数の単位戻り止め部材が、前記
複数の単位開口部に対応して形成されている。さらに、前記永久磁石として、１個ないし
同一形状の２個以上の単位磁石が、前記磁石保持用ベースの前記表側から着脱可能に、前



(10) JP 4709940 B1 2011.6.29

10

20

30

40

50

記複数の単位開口部の少なくとも一部に保持されている。
【００３３】
　この構成によれば、磁石保持用ベースの開口部が、複数かつ互いに同一形状であり、各
々に対応して同一形状かつ複数の張り出し部及び戻り止め部材が形成されており、それら
複数の開口部の少なくとも一部に、１個ないし同一形状の２個以上の単位磁石が保持され
ているので、保持される磁石の個数を変えることにより、必要とされる磁性体壁への吸着
力を可変とすることができる。例えば、磁石ホルダの吸着力により磁性体壁に押し付けて
止めるべき紙葉等の数量あるいは重量に応じて、磁石の個数を変更することが可能となる
。
【００３４】
　本発明のうち第１５の態様に係るものは、磁石付きバインダであって、第９ないし第１
４の何れかの態様に係る磁石ホルダと、リングバインダと、を備えている。そして、当該
リングバインダは、前記磁石保持用ベースの前記表側に取り付けられたリング支持部と、
当該リング支持部に開閉可能に支持された複数のリングと、を有している。さらに、前記
リング支持部は、前記複数のリングが閉じられると、閉状態を維持する閉維持機構を含ん
でいる。
【００３５】
　この構成によれば、第９ないし第１４の何れかの態様に係る磁石ホルダが用いられるの
で、これらの態様に係る磁石ホルダについて述べたところと同様の作用及び効果が得られ
る。さらに、リングバインダが磁石保持用ベースに取り付けられているので、リングバイ
ンダの複数のリングに、例えばカレンダーあるいはメモ用紙などの紙葉を吊した状態で、
磁石ホルダが有する永久磁石の磁力により、磁石付きバインダを磁性体壁に吸着させるこ
とにより、これらの紙葉を磁性体壁上に保持することが可能となる。複数のリングは開閉
可能であるから、紙葉を交換することが可能である。リングバインダは閉維持機構を有す
るので、複数のリングに一旦吊された紙葉は、不用意に外れることなくその状態に維持さ
れる。また、リングバインダが用いられるので、紙葉を取り扱う際に紙葉が散らばりにく
く、紙葉を手短に頁形成し、製本することが可能である。磁石付きバインダは、永久磁石
により磁性体壁に保持されるので、磁性体壁から引き離すことも、別の位置に移動させる
ことも容易である。
【００３６】
　本発明のうち第１６の態様に係るものは、第１５の態様に係る磁石付きバインダであっ
て、前記リングバインダの前記複数のリングの各々は、前記複数のリングの配列方向が水
平となるように前記永久磁石の前記一主面を鉛直な磁性体壁に吸着させたときに、下側に
位置する部分において、前記リング支持部から離れるに伴い上方に傾斜して延びる第１の
線状部分を有している。
【００３７】
　この構成によれば、第１の線状部分がリングの下側となる姿勢で、磁石付きバインダを
磁性体壁に吸着させることにより、リングに吊す複数枚の紙葉を互いに密着させ、磁性体
壁側に安定して保持することができる。
【００３８】
　本発明のうち第１７の態様に係るものは、第１５又は第１６の態様に係る磁石付きバイ
ンダであって、前記リングバインダの前記複数のリングの各々は、前記複数のリングの配
列方向が水平となるように前記永久磁石の前記一主面を鉛直な磁性体壁に吸着させたとき
に、上側に位置する部分において、前記リング支持部から離れるに伴い上方に傾斜して延
びる第２の線状部分を有している。
【００３９】
　この構成によれば、第２の線状部分がリングの上側となる姿勢で、磁石付きバインダを
磁性体壁に吸着させることにより、鉛筆等の筆記用具を複数のリングの上に安定的に載置
しておくことができる。すなわち、筆記用具置き場が確保される。
【００４０】
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　本発明のうち第１８の態様に係るものは、磁石付きバインダであって、磁石保持用ベー
スと、リングバインダと、を備えている。そして、当該リングバインダは、前記磁石保持
用ベースの表側に取り付けられたリング支持部と、当該リング支持部に開閉可能に支持さ
れた複数のリングと、を有している。また、前記リング支持部は、前記複数のリングが閉
じられると、閉状態を維持する閉維持機構を含んでいる。さらに、前記磁石付きバインダ
は、前記磁石保持用ベースに取り付けられ、磁性体壁に吸着することにより、前記磁石保
持用ベースの裏側が前記磁性体壁に面した状態で前記磁石保持用ベースを前記磁性体壁に
保持する永久磁石を、さらに備えている。
【００４１】
　この構成によれば、リングバインダが磁石保持用ベースに取り付けられているので、リ
ングバインダの複数のリングに、例えばカレンダーあるいはメモ用紙などの紙葉を吊した
状態で、磁石ホルダが有する永久磁石の磁力により、磁石付きバインダを磁性体壁に吸着
させることにより、これらの紙葉を磁性体壁上に保持することが可能となる。複数のリン
グは開閉可能であるから、紙葉を交換することが可能である。リングバインダは閉維持機
構を有するので、複数のリングに一旦吊された紙葉は、不用意に外れることなくその状態
に維持される。また、リングバインダが用いられるので、紙葉を取り扱う際に紙葉が散ら
ばりにくく、紙葉を手短に頁形成し、製本することが可能である。磁石付きバインダは、
永久磁石により磁性体壁に保持されるので、磁性体壁から引き離すことも、別の位置に移
動させることも容易である。
【００４２】
　本発明のうち第１９の態様に係るものは、第１８の態様に係る磁石付きバインダであっ
て、前記磁石保持用ベースには、前記表側から前記裏側へ通じる開口部が形成されている
。そして、前記永久磁石は、一主面を有しており、当該一主面の側が前記磁石保持用ベー
スの前記裏側から頭出し可能なように、前記開口部に保持されることにより、前記磁石保
持用ベースに取り付けられている。
【００４３】
　この構成によれば、永久磁石が磁石保持用ベースに形成された開口部に保持されている
ので、磁石保持用ベースの厚みが、永久磁石の厚みの少なくとも一部を吸収する。その分
、磁石付きバインダがコンパクトなものとなる。永久磁石は、一主面を有しており、この
一主面の側が磁石保持用ベースの裏側から頭出し可能であるので、磁石保持用ベースに妨
げられて磁性体壁から浮き上がることなく、磁性体壁に吸着する。このため、永久磁石と
磁性体壁との間の吸着力が有効に発揮される。
【００４４】
　本発明のうち第２０の態様に係るものは、第１９の態様に係る磁石付きバインダであっ
て、前記永久磁石が、前記磁石保持用ベースの前記表側から着脱可能に前記開口部に保持
されているものである。
【００４５】
　この構成によれば、磁石付きバインダを磁性体壁などに吸着させるときのように永久磁
石を必要とするときには、当該永久磁石を磁石保持用ベースに装着し、磁石付きバインダ
を例えば机上に置いて使用するときのように永久磁石を必要としないときには、当該磁石
を磁石保持用ベースから外すことができる。永久磁石は、磁石保持用ベースの裏側ではな
く表側から着脱可能であるので、磁石付きバインダを磁性体壁などに吸着させて使用して
いるときに、磁石が不用意に磁石保持用ベースから外れるという不都合を回避することが
できる。
【００４６】
　本発明のうち第２１の態様に係るものは、第２０の態様に係る磁石付きバインダであっ
て、前記開口部として、同一形状の複数の単位開口部が形成されている。さらに、前記永
久磁石として、１個ないし同一形状の２個以上の単位磁石が、前記磁石保持用ベースの前
記表側から着脱可能かつ各々の一主面の側が前記裏側から頭出し可能に、前記複数の単位
開口部の少なくとも一部に保持されている。
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【００４７】
　この構成によれば、磁石保持用ベースの開口部が、複数かつ互いに同一形状であり、そ
れら複数の開口部の少なくとも一部に、１個ないし同一形状の２個以上の単位磁石が保持
されているので、保持される磁石の個数を変えることにより、必要とされる磁性体壁への
吸着力を可変とすることができる。例えば、磁石付きバインダの吸着力により磁性体壁に
押し付けて止めるべき紙葉等の数量あるいは重量に応じて、磁石の個数を変更することが
可能となる。
【００４８】
　本発明のうち第２２の態様に係るものは、第１８ないし第２１の何れかの態様に係る磁
石付きバインダであって、前記リングバインダの前記複数のリングの各々は、前記複数の
リングの配列方向が水平となるように前記磁石付きバインダを鉛直な磁性体壁に吸着させ
たときに、下側に位置する部分において、前記リング支持部から離れるに伴い上方に傾斜
して延びる第１の線状部分を有するものである。
【００４９】
　この構成によれば、第１の線状部分がリングの下側となる姿勢で、磁石付きバインダを
磁性体壁に吸着させることにより、リングに吊す複数枚の紙葉を互いに密着させ、磁性体
壁側に安定して保持することができる。
【００５０】
　本発明のうち第２３の態様に係るものは、第１８ないし第２２の何れかの態様に係る磁
石付きバインダであって、前記リングバインダの前記複数のリングの各々は、前記複数の
リングの配列方向が水平となるように前記磁石付きバインダを鉛直な磁性体壁に吸着させ
たときに、上側に位置する部分において、前記リング支持部から離れるに伴い上方に傾斜
して延びる第２の線状部分を有するものである。
【００５１】
　この構成によれば、第２の線状部分がリングの上側となる姿勢で、磁石付きバインダを
磁性体壁に吸着させることにより、鉛筆等の筆記用具を複数のリングの上に安定的に載置
しておくことができる。すなわち、筆記用具置き場が確保される。
【００５２】
　本発明のうち第２４の態様に係るものは、第１５、第１８ないし第２１の何れかの態様
に係る磁石付きバインダであって、前記リングバインダの前記複数のリングの配列方向と
交差する方向に前記リングバインダと並ぶように、前記磁石保持用ベースの前記表側に取
り付けられ、前記複数のリングと同間隔の２以上のパンチ孔を紙葉に形成するパンチ機構
を、さらに備えるものである。
【００５３】
　この構成によれば、リングバインダが取り付けられる側である磁石保持用ベースの表側
に、リングバインダの複数のリングと同間隔のパンチ孔を紙葉に形成するパンチ機構が取
り付けられているので、磁性体壁に保持されている磁石付きバインダの複数のリングに吊
り下げるべき紙葉に、その場でパンチ孔を空け、即座に複数のリングに吊り下げることが
できる。パンチ機構は、複数のリングの配列方向と交差する方向にリングバインダと並ぶ
ように配置されるので、複数のリングが水平に配列し、その上側にパンチ機構が位置する
ように、磁石付きバインダを磁性体壁に保持することができる。それにより、紙葉はパン
チ機構の干渉を受けることなく、複数のリングに吊り下げることができる。また、磁性体
壁に保持されている別の磁石付きバインダであってパンチ機構を有しないものに、紙葉を
吊り下げるときにも、机上のパンチ機等を探し廻ることなく、磁性体壁に保持される当該
磁石付きバインダのパンチ機構を使ってパンチ孔を空けることができる。いわば、パンチ
機構を有する磁石付きバインダを親機とし、パンチ機構を有しない磁石付きバインダを子
機とする使用形態を採ることも可能となる。
【００５４】
　本発明のうち第２５の態様に係るものは、第１６又は第２２の態様に係る磁石付きバイ
ンダであって、前記リングバインダの前記複数のリングの配列方向と交差する方向、かつ
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前記第１の線状部分から遠い側に前記リングバインダと並ぶように、前記磁石保持用ベー
スの前記表側に取り付けられ、前記複数のリングと同間隔の２以上のパンチ孔を紙葉に形
成するパンチ機構を、さらに備えるものである。
【００５５】
　この構成によれば、第２４の態様に係る磁石付きバインダについて述べたところと同様
の作用及び効果が得られる。また、複数のリングが水平に配列し、その上側にパンチ機構
が位置するように、磁石付きバインダを磁性体壁に保持したときに、第１の線状部分がリ
ングの下側となる。このため、リングに吊す紙葉が複数枚となった場合でも、これら複数
枚の紙葉が互いに密着し、磁性体壁側に安定して支持される。
【００５６】
　本発明のうち第２６の態様に係るものは、第１７又は２３の態様に係る磁石付きバイン
ダであって、前記リングバインダの前記複数のリングの配列方向と交差する方向、かつ前
記第２の線状部分から近い側に前記リングバインダと並ぶように、前記磁石保持用ベース
の前記表側に取り付けられ、前記複数のリングと同間隔の２以上のパンチ孔を紙葉に形成
するパンチ機構を、さらに備えるものである。
【００５７】
　この構成によれば、第２４の態様に係る磁石付きバインダについて述べたところと同様
の作用及び効果が得られる。また、複数のリングが水平に配列し、その上側にパンチ機構
が位置するように、磁石付きバインダを磁性体壁に保持したときに、第２の線状部分がリ
ングの上側となる。このため、鉛筆等の筆記用具を複数のリングの上に安定的に載置して
おくことができる。すなわち、筆記用具置き場が確保される。
【００５８】
　本発明のうち第２７の態様に係るものは、第２４ないし第２６の何れかの態様に係る磁
石付きバインダであって、前記パンチ機構は、前記磁石保持用ベースに取り付けられ当該
磁石保持用ベースを覆うことにより内部に空洞を形成して、パンチくずを収納する台座部
を有している。そして、前記磁石保持用ベースには、前記空洞に連通し、パンチくずを排
出するための排出口が、前記空洞のうち、前記リングバインダから遠い側に形成されてい
る。
【００５９】
　この構成によれば、リングバインダの複数のリングの配列方向が水平となり、その上側
にパンチ機構が位置するように、磁石付きバインダを磁性体壁に保持することにより、パ
ンチ機構の台座部と磁石保持用ベースとの間に形成された空洞のうち、上側に排出口を位
置させることができる。それにより、パンチくずを排出口からこぼれ落とすことなく、空
洞内に保持することが可能となる。すなわち、パンチ機構を用いて紙葉にパンチ孔を形成
するときに、パンチくずを周囲に散らかすことなく、空洞内に一旦収納しておき、適当な
時期に、磁石付きバインダを磁性体壁から引き離し、排出口を下方に向けることにより、
この排出口からパンチくずを排出することが可能となる。
【００６０】
　本発明のうち第２８の態様に係るものは、第２７の態様に係る磁石付きバインダであっ
て、前記パンチ機構は、前記台座部の複数箇所において、かしめ孔を形成するようにかし
められることによって、当該台座部に固定されたハンドル支持部と、当該ハンドル支持部
に回動可能に支持されたハンドルと、当該ハンドルに連結し、当該ハンドルの回動に伴い
前進後退することにより、前記台座部と前記ハンドル支持部との間の間隙に挿入された紙
葉に、前記２以上のパンチ孔を形成する２以上のパンチ棒と、を更に有している。また、
前記台座部は、前記ハンドル支持材を固定するための前記複数のかしめ孔に通された複数
の締結部材により、前記磁石保持用ベースに固定されている。
【００６１】
　この構成によれば、パンチ機構が、２以上のパンチ棒を前進後退させるハンドルを支持
するハンドル支持部を有しており、このハンドル支持部が、台座部の複数箇所において、
かしめ孔を形成するようにかしめられることによって、台座部に固定されている。このよ
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うに、パンチ機構が従来周知の製造容易な構造を有しており、この構造が有する複数のか
しめ孔を利用して、台座部が複数の締結部材により磁石保持用ベースに固定されている。
すなわち、パンチ機構が簡単な構造であるとともに、その構造を生かすことにより、簡単
な構造でパンチ機構が台座部に取り付けられている。
【００６２】
　本発明のうち第２９の態様に係るものは、第１ないし第８の何れかの態様に係る磁石保
持用ベースであって、前記開口部として、同一形状の複数の単位開口部が形成されている
。また、前記張り出し部として、同一形状の複数の単位張り出し部が、前記複数の単位開
口部に対応して形成されている。さらに、前記戻り止め部材として、同一形状の複数の単
位戻り止め部材が、前記複数の単位開口部に対応して形成されている。
【００６３】
　この構成によれば、磁石保持用ベースの開口部が、複数かつ互いに同一形状であり、各
々に対応して同一形状かつ複数の張り出し部及び戻り止め部材が形成されているので、保
持される磁石の個数を変えることにより、必要とされる磁性体壁への吸着力を可変とする
ことができる。例えば、同一の磁石保持用ベースを用いて、保持される永久磁石の数のみ
を変更することにより、吸着力の異なる様々な磁石ホルダを供給することができる。
【００６４】
　本発明のうち第３０の態様に係るものは、リングバインダであって、板状体の主面に取
り付け可能なリング支持部と、当該リング支持部に開閉可能に支持された複数のリングと
、を備えている。また、前記リング支持部は、前記複数のリングが閉じられると、閉状態
を維持する閉維持機構を含んでいる。さらに、前記複数のリングの各々は、前記リング支
持部が前記板状体に取り付けられ、当該板状体の前記主面が鉛直方向に沿い、かつ前記複
数のリングの配列方向が水平となる姿勢を前記リングバインダが取るときに、下側に位置
する部分において、前記リング支持部から離れるに伴い上方に傾斜して延びる第１の線状
部分を有している。
【００６５】
　この構成によれば、リングバインダを本発明の一態様に係る磁石付きバインダに適用し
た場合に、第１の線状部分がリングの下側となる姿勢で、磁石付きバインダを磁性体壁に
吸着させることにより、リングに吊す複数枚の紙葉を互いに密着させ、磁性体壁側に安定
して保持することができる。
【００６６】
　本発明のうち第３１の態様に係るものは、第３０の態様に係るリングバインダであって
、前記複数のリングの各々は、前記リングバインダが前記姿勢にあるときに上側に位置す
る部分において、前記リング支持部から離れるに伴い上方に傾斜して延びる第２の線状部
分を有している。
【００６７】
　この構成によれば、リングバインダを本発明の一態様に係る磁石付きバインダに適用し
た場合に、第２の線状部分がリングの上側となる姿勢で、磁石付きバインダを磁性体壁に
吸着させることにより、鉛筆等の筆記用具を複数のリングの上に安定的に載置しておくこ
とが可能となる。すなわち、筆記用具置き場が確保される。
【００６８】
　本発明のうち第３２の態様に係るものは、リングバインダであって、板状体の主面に取
り付け可能なリング支持部と、当該リング支持部に開閉可能に支持された複数のリングと
、を備えている。また、前記リング支持部は、前記複数のリングが閉じられると、閉状態
を維持する閉維持機構を含んでいる。さらに、前記複数のリングの各々は、前記リング支
持部が前記板状体に取り付けられ、当該板状体の前記主面が鉛直方向に沿い、かつ前記複
数のリングの配列方向が水平となる姿勢を前記リングバインダが取るときに、上側に位置
する部分において、前記リング支持部から離れるに伴い上方に傾斜して延びる第２の線状
部分を有している。
【００６９】



(15) JP 4709940 B1 2011.6.29

10

20

30

40

50

　この構成によれば、リングバインダを本発明の一態様に係る磁石付きバインダに適用し
た場合に、第２の線状部分がリングの上側となる姿勢で、磁石付きバインダを磁性体壁に
吸着させることにより、鉛筆等の筆記用具を複数のリングの上に安定的に載置しておくこ
とが可能となる。すなわち、筆記用具置き場が確保される。
【００７０】
　本発明のうち第３３の態様に係るものは、第１ないし第８及び第２９の何れかの態様に
係る磁石保持用ベースの前記開口部に収容して使用するための永久磁石である。当該永久
磁石は、一主面を有し、当該一主面が前記磁石保持用ベースの前記裏側に向くように、前
記開口部に保持可能である。そして、前記一主面の周辺部の少なくとも一部には、前記開
口部の前記張り出し部を逃がすことにより、前記一主面の側を前記磁石保持用ベースの前
記裏側から頭出し可能とする後退部が形成されている。
【００７１】
　この構成によれば、当該永久磁石を本発明の第１ないし第８及び第２９の何れかの態様
に係る磁石保持用ベースの開口部に収容することにより、これらの態様に係る磁石保持用
ベースについて述べた作用及び効果が得られる。
【００７２】
　本発明のうち第３４の態様に係るものは、第３３の態様に係る永久磁石であって、当該
永久磁石は長矩形の板状であるものである。
【００７３】
　この構成によれば、永久磁石が長矩形の板状であるため、特に本発明の第８の態様に係
る磁石保持用ベースの開口部に収容して使用するのに適している。また、永久磁石が単純
な形状である矩形の板状を成すので、当該永久磁石の製造が容易である。
【発明の効果】
【００７４】
　以上のように、本発明の磁石保持用ベース、磁石ホルダ及び永久磁石によれば、磁石の
吸着力を無駄にすることなく有効に利用し、磁性体壁などに保持することができる。また
、本発明の磁石付きバインダによれば、紙葉を取り扱う際に散らばりにくく、紙葉を手短
に頁形成し製本して壁面に保持することが可能となる。さらに、本発明のリングバインダ
は、本発明の磁石付きバインダへの利用に好適である。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の実施の形態１による磁石付きバインダの表面側を表す斜視図である。
【図２】図１の磁石付きバインダの裏面側を表す斜視図である。
【図３】図１の磁石付きバインダの一部の断面図であり、（ａ）は図２のＡ－Ａ切断線に
沿った断面図であり、（ｂ）は図２のＢ－Ｂ切断線に沿った断面図である。
【図４】図１の磁石付きバインダの磁石保持用ベースの開口部付近を示す図であり、（ａ
）及び（ｂ）は部分平面図であり、（ｃ）は部分底面図である。（ａ）は特に磁石を収容
する前の開口部付近を表している。
【図５】図１の磁石付きバインダを製造する過程で、磁石を磁石保持用ベースの開口部に
挿入する工程を示す工程図である。
【図６】図１の磁石付きバインダのリングバインダの構成を示す図であり、（ａ）は正面
図であり、（ｂ）は底面図である。
【図７】図１の磁石付きバインダのリングバインダの動作とともに、図１の磁石付きバイ
ンダの使用形態を説明する断面図であり、（ａ）はリングが開いた状態を表し、（ｂ）は
閉じた状態を表している。
【図８】本発明の実施の形態２による磁石付きバインダの構成を示す斜視図であり、（ａ
）は表面側を表し、（ｂ）は裏面側を表している。
【図９】図８（ｂ）のＤ－Ｄ切断線に沿った図８の磁石付きバインダの断面図である。
【図１０】図８の磁石付きバインダの使用例を示す斜視図である。
【図１１】本発明の磁石付きバインダに用いられる磁石の様々な形状を例示する斜視図で
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ある。
【図１２】本発明の別の実施の形態による磁石付きバインダの一部断面図であり、実施の
形態１による磁石付きバインダを示す図３（ａ）に対応する。
【図１３】本発明のさらに別の実施の形態による磁石付きバインダの一部断面図であり、
（ａ）及び（ｂ）はいずれも実施の形態１による磁石付きバインダを示す図３（ａ）に対
応する。
【図１４】図１３（ｂ）の磁石付きバインダを製造する過程で、磁石を磁石保持用ベース
の開口部に挿入する工程を示す工程図である。
【図１５】本発明の別の実施の形態による磁石保持用ベース及び磁石ホルダの構成を示す
図であり、（ａ）はマグネットパネルとして作製された磁石保持用ベースの例、（ｂ）は
マグネットバーとして作製された磁石ホルダの例、（ｃ）はマグネットクリップとして作
製された磁石ホルダの例、（ｄ）はマグネットフックとして作製された磁石ホルダの例を
示している。
【図１６】本発明のさらに別の実施の形態による磁石ホルダ及び磁石付きバインダの一部
断面図であり、磁石を磁石保持用ベースの開口部に挿入する工程を併せて示している。
【図１７】本発明のさらに別の実施の形態による磁石ホルダの一部断面図であり、磁石を
磁石保持用ベースの開口部に挿入する工程を併せて示している。
【発明を実施するための形態】
【００７６】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１による磁石付きバインダの表面側を表す斜視図である。
また、図２は同バインダの裏面側を表す斜視図である。なお、本明細書に添付される斜視
図は、遠近法を加味して表現されている。この磁石付きバインダ１０１は、本発明の磁石
ホルダの一実施の形態にも該当する。磁石付きバインダ１０１は、基本的構成要素として
磁石保持用ベース１、リングバインダ２、及び磁石３を有している。磁石付きバインダ１
０１は、リングバインダ２に、例えばカレンダーあるいはメモ用紙などの紙葉を吊した状
態で、磁石３の磁力により磁石保持用ベース１を鋼製の壁などの磁性体壁（図示略）に吸
着させることにより、これらの紙葉を磁性体壁上に保持して、例えば掲示することを可能
にする。図１及び図２はいずれも、かかる通常の使用状態における磁石付きバインダ１０
１の姿勢をも表している。なお、磁石保持用ベースは、「ベース」と適宜略称する。
【００７７】
　ベース１は、一例として、一辺に沿った方向に長い矩形の主面を有する板状のもの、す
なわち長矩形の板状体であり、目盛り１１と、一対の吊り下げ用孔１２と、磁石３を収容
する開口部１３とを有している。ベース１は、例えばプラスチックを成型することにより
形成される。プラスチックは適度な剛性を有する。目盛り１１は、図１において、ベース
１の長辺の一つである上辺に沿うように形成されており、ベース１を物差しとして使用す
ることを可能にする。一対の吊り下げ用孔１２は、ベース１の上辺付近かつ左右両端付近
においてベース１の表面から裏面へ貫通するように形成されている。一対の吊り下げ用孔
１２は、吊り下げ用のヒモ（図示略）を通すことにより、磁石付きバインダ１０１を壁な
どに吊り下げて使用することを可能にする。開口部１３は、磁石付きバインダ１０１が図
1及び図２に示す姿勢、すなわち通常の使用状態における姿勢にあるときに、ベース１の
左右方向中央部かつ上辺に近い部位に位置するように形成されており、かつ左右方向に延
びる長矩形を成すように形成されている。開口部１３は、磁石３を収容し、かつ抜け落ち
ないように磁石３を保持する。
【００７８】
　リングバインダ２は、ベース１の表面（図１に表されている主面）に固定されており、
リング支持部２１、一対のリング２２、一対のレバー２３、及び一対のカシメ２４を有し
ている。リング支持部２１は、一対のリング２２を開閉可能に支持するものである。レバ
ー２３は、手操作により押し下げられることにより、一対のリング２２を開状態にするも
のである。カシメ２４は締結部材であって、かしめられることにより、リング支持部２１
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をベース１に固定している。リング支持部２１は、後に詳述するように、一対のリング２
２が手操作により一旦閉じられると閉状態を維持する閉維持機構を有している。リングバ
インダ２の各部材は、ある程度の剛性と強度とを有するように、例えば金属により構成さ
れている。
【００７９】
　一対のリング２２の各々は、本来の使用姿勢において上側に位置する上腕部と、下側に
位置する下腕部とを有し、それぞれが互いに離れたり連結したりするように、回動するこ
とにより開閉する。下腕部は、閉状態においてリング支持部２１から遠くなり自身の先端
部へ近づくほど、斜め上方にせり上がる線状部分２８を有している。これにより、一対の
リング２２に吊す紙葉（図示略）が複数枚となった場合でも、これら複数枚の紙葉が互い
に密着し、磁性体壁の側に安定して支持される。また、一対のリング２２の上腕部は、閉
状態においてリング支持部２１から遠くなり自身の先端部へ近づくほど、斜め上方にせり
上がる線状部分２９を有している。これにより、鉛筆などの筆記用具（図示略）を一対の
リング２２の上に安定的に載置しておくことができる。
【００８０】
　磁石３は、一辺に沿った方向に長い矩形の主面を有する板状、すなわち長矩形の板状の
永久磁石であり、磁性体壁（図示略）に吸着することにより、磁石付きバインダ１０１を
当該磁性体壁に保持するものである。磁石３は、例えばネオジム磁石のような強力な磁力
を有するものであることが望ましい。磁石付きバインダ１０１は、ベース１の裏面（図２
に表されている主面）が磁性体壁に向き合うように保持される。これにより、磁性体壁に
保持された磁石付きバインダ１０１に取り付けられているリングバインダ２の一対のリン
グ２２に、単数ないし複数の紙葉（図示略）を吊して、磁性体壁上に保持し、例えば掲示
することが可能となる。また、紙葉に形成された一対の孔に一対のリング２２を通すこと
により、紙葉が吊り下げられるので、保持すべき紙葉が複数枚であって、その着脱及び交
換を行う際にも、紙葉が散らばり難く、複数の紙葉を手短に頁形成し、製本することが可
能となる。磁石３は、主面の形状が単純な矩形をなす板状体であるので、製造が容易であ
る。さらに、磁石３が一辺に沿った方向に長い長矩形の板状体であるため、その体積を小
さくしつつ、磁石３が磁性体壁に吸着したときの磁石付きバインダの磁性体壁面上での不
用意な回転を、効果的に制止することができる。
【００８１】
　図３は、磁石付きバインダ１０１の一部の断面図であり、開口部１３に磁石３が収容さ
れた様子を示している。図３（ａ）は、図２のＡ－Ａ切断線に沿った断面図であり、図３
（ｂ）は、図２のＢ－Ｂ切断線に沿った断面図である。また、図４はベース１の開口部１
３の付近を表しており、図４（ａ）及び図４（ｂ）は部分平面図であり、図４（ｃ）は部
分底面図である。図４（ａ）は特に磁石３が収容される前の状態を表している。開口部１
３は、ベース１の表面から裏面に通じるように形成されている。開口部１３の表面側の左
右方向端縁、すなわち長辺方向端縁には、開口部１３の内方へ向かって突出する一対の突
出部１６が形成されている。突出部１６は、開口部１３の外方へ後退可能であり、開口部
１３の入り口を拡げることができ、それにより磁石３の開口部１３への挿入を可能にする
。また、突出部１６は、一旦挿入された磁石３の逆戻り、すなわち表面側への抜け落ちを
防止すべく磁石３を係止する。
【００８２】
　ベース１には、開口部１３から見て突出部１６の後方側に溝１７が形成されている。図
３（ａ）に示すように、突出部１６は連結部９３を通じてベース１の残余の部分に連結さ
れている。連結部９３は半島状をなし、その底部においてベース１の残余の部分と連結し
ている。連結部９３が溝１７の方へ弾性変形することによって、突出部１６が開口部１３
の外方へ後退し、それによって開口部１３の入り口を拡げることができる。すなわち、突
出部１６及び連結部９３は、磁石３の開口部１３への挿入を可能にするとともに、一旦挿
入された永久磁石３の逆戻り、すなわち表面側への抜け落ちを防止するものであり、本発
明の「戻り止め部材」の一例に該当する。図４（ａ）及び図４（ｂ）に示す例では、連結
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部９３は、溝１７に面する後方だけでなく側方においても、ベース１の残余の部分との間
に間隙が設けられている。これに対し、連結部９３の側方はベース１の残余の部分とは連
結されず切り離されていながらも、当該残余の部分との間に間隙の無い形態も実施可能で
ある。
【００８３】
　突出部１６は、ベース１の表面の上方から開口部１３へ下るほど、開口部１３の入口を
狭めるように傾斜した案内面２１８を有している。図３（ａ）の例では、案内面２１８は
円弧面ないし略円弧面として形成されている。案内面２１８は、磁石３をベース１の表側
から開口部１３に挿入する際に、磁石３の端縁を案内面２１８に押し当てることにより、
突出部１６を後退させて、開口部１３の入口を拡げることを可能にする。案内面２１８は
、平面として形成することも、略円弧面以外の曲面として形成することも可能である。
【００８４】
　開口部１３の側壁の裏面側付近には、開口部１３の内方に張り出す張り出し部１８が形
成されている。張り出し部１８は、開口部１３の長辺方向端縁に斜面をなすように形成さ
れている。この張り出し部１８は、磁石３が開口部１３から裏面側へ抜け落ちるのを防止
すべく磁石３を係止する係止部材として機能する。磁石３の裏面の長辺方向端縁には、張
り出し部１８を逃がすための後退部３１が形成されている。図３の例では、この後退部３
１は、磁石３の裏面側に近づくほど裏面の内方に向かうように傾斜した斜面として形成さ
れている。これに対応するように、ベース１に設けられた張り出し部１８は、磁石３の後
退部３１に向き合う斜面を有するように形成されている。磁石３に後退部３１が形成され
ているので、厚みのある磁石３を開口部１３内に収容することが可能となっている。
【００８５】
　磁石３は、開口部１３の左右方向すなわち長辺に沿った方向と、深さ方向とに、ある程
度の遊びを持って開口部１３に収容されている。このことは、次に述べる磁石３の開口部
１３への挿入作業を、より容易なものとする。図４（ｂ）及び図４（ｃ）は、開口部１３
の上下方向すなわち短辺に沿った方向にも、ある程度の遊びを持って、磁石３が開口部１
３に収容されている例を示している。磁石３は、開口部１３に挿入後に、接着剤により開
口部１３内に固着させても良いし、しなくても良い。製造工程の簡素化の観点からは、接
着剤による固着が無い方が望ましい。ベース１は、接着剤無しでも磁石３を開口部１３内
に保持する構造を有するので、接着剤による固着の有無に関わりなく、長い耐久性を持っ
て磁石３を保持することができる。接着剤により磁石３を開口部１３に固着させるときに
は、磁石３の裏面がベース１の裏面から幾分前進した状態で固着させるのが望ましい。
【００８６】
　図５は、磁石付きバインダ１０１を製造する過程で、磁石３をベース１の開口部１３に
挿入する工程を示す工程図である。磁石３を開口部１３に挿入するには、図５（ａ）に示
すように、先ず磁石３の長辺方向端部のうちの一方を、突出部１６と張り出し部１８との
間に挿入する。次に、磁石３の当該一方の端部を連結部９３に押し当てることにより、当
該一方の突出部１６（図５（ａ）において左側の突出部１６）をその後方の溝１７の側に
後退させる。それにより、開口部１３の左右の幅を拡げることができる。次に、この状態
を保ちつつ、磁石３の他方の端部を押し下げることにより、他方の突出部１６をその後方
の溝１７の側に押し開く。突出部１６には案内面２１８が形成されているので、突出部１
６は磁石３の端部を押し当てることによって、容易に後退させることができる。磁石３の
裏面の後退部３１が斜面として形成されていることも、突出部１６の後退を一層容易なも
のにする。そうすることにより、磁石３の他方の端部を、この他方の突出部１６を通過さ
せて、当該突出部１６の下方に位置する張り出し部１８の上に置くことができる。これに
より、磁石３が開口部１３の中に納まる。
【００８７】
　図５（ａ）の工程で、磁石３は一方の端部（図５（ａ）において左側の端部）を軸とし
て、ある程度の角度をもって回動する。磁石３と開口部１３との間に、左右方向及び深さ
方向に遊びがあることは、この回動を容易にするので、磁石３の開口部１３への挿入を容
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易なものとする。図５（ｂ）に示すように、磁石３が開口部１３の中に収容されると、溝
１７の側に後退していた一対の突出部１６は何れも、磁石３からの押圧力から解放される
ので、連結部９３の弾性復元力により元の位置に戻る。これにより、磁石３が開口部１３
から表裏何れの方向にも抜けることなく支持される。さらに、磁石３の裏面は、ベース１
の裏面から外方に少しながら突出することが可能となっている。すなわち、磁石３の大半
部分を開口部１３の中に残しつつ、磁石３の裏面側、すなわち磁石３のうち裏面を含む部
分を、ベース１の裏面から頭出しすることが可能となっている。それにより、磁石３はベ
ース１に妨げられて磁性体壁５から浮き上がることなく、磁性体壁５に吸着することがで
きる。すなわち、磁石３がベース１の厚みの範囲内に大略納まるように、磁石３をコンパ
クトにしつつ、磁石３の持つ磁力が磁性体壁５への吸着力に有効に利用される。
【００８８】
　磁石３は、突出部１６以外の固定手段、例えば接着剤を用いた接着により開口部１３に
固定することがなければ、開口部１３の入口を拡げるように突起部１６を指で後退させる
ことにより、開口部１３から取り外すことが可能である。このように磁石３は、突出部１
６以外の固定手段を用いなければ、開口部１３に着脱可能である。従って、ユーザが必要
に応じて、磁石３を開口部１３に装着したり、開口部１３から取り外したりすることも可
能となる。それにより例えば、磁石３を開口部１３から除去した状態で、磁石付きバイン
ダ１０１を机上での使用に供することも可能となる。
【００８９】
　図６は、リングバインダ２の構成を示す図であり、図６（ａ）は磁石付きバインダ１０
１の正面図であり、図６（ｂ）はリングバインダ２の底面図である。リングバインダ２は
、長手方向に沿って配置された金属製の一対のリング２２を固着させた細長い２枚の金属
製の跳ね板２６を噛み合わせて平行配置し、これらが空中分解しないように金属製のカバ
ー２５で包み込む構造を有している。すなわちリング支持部２１は、２枚の跳ね板２６及
びカバー２５を有している。金属製のレバー２３は、カバー２５の両端部を支点として、
てこの原理で当該支点の周りに傾動するように構成されている。カバー２５の長手方向に
沿った２箇所には、カシメ２４を挿通させる貫通孔を有する筒状のアイレット９２が固定
されている。跳ね板２６の対応する部位には孔（図示略）が形成されており、アイレット
９２はこの孔に挿通されている。このため、跳ね板２６の動作は、アイレット９２によっ
て干渉を受けない。さらに、ベース１にも、対応する部位に貫通孔１４が形成されている
。貫通孔１４及びアイレット９２に挿通されたカシメ２４によって、カバー２５がベース
１に固着されている。アイレット９２は、カシメ２４の締結力に抗して、カバー２５をベ
ース１から一定の高さに保持することにより、跳ね板２６の正常な動作を保証する。
【００９０】
　図７は、リングバインダ２の動作とともに、磁石付きバインダ１０１の使用形態を説明
する断面図であり、図７（ａ）はリングが開いた状態を表し、図７（ｂ）は閉じた状態を
表している。図７（ａ）及び図７（ｂ）はいずれも、図６（ｂ）のＣ－Ｃ切断線に沿った
磁石付きバインダ１０１の断面図に相当する。図７（ａ）及び図７（ｂ）に示すように磁
石付きバインダ１０１を、本来の姿勢を保つように磁性体壁５に保持したときには、一対
のリング２２の配列方向が水平方向となる。レバー２３のうち、カバー２５の長手方向の
両端から露出する一端部（図６（ａ）、図６（ｂ）参照）を指で押下すると、他端部であ
る作用部２７が跳ね上がり、それにより２枚の跳ね板２６の接合部を押し上げる。その結
果、閉状態にある一対のリング２２が同時に開状態へ変位する。図７（ａ）は、この開状
態を表している。開状態にある一対のリング２２は、その一方又は双方を指で摘（つま）
むことにより、同時に閉状態へ戻すことができる。閉状態に一旦移行した一対のリング２
２は、２枚の跳ね板２６の弾性力により、閉状態に維持される。すなわちリング支持部２
１には、一旦閉じられた一対のリング２２を閉じた状態に保持する閉維持機構が備わって
いる。
【００９１】
　リングバインダ２が有する以上の機構は、ルーズリーフ用ファイルバインダとして従来
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周知のものであるので、さらなる説明は略する。なお、リングバインダ２として、レバー
２３を設けない形態を採ることも可能である。この場合には、閉状態にある一対のリング
２２の一方ないし双方を、ある程度の力を持って指で押し開くことにより、一対のリング
２２を同時に開状態に変位させることができる。
【００９２】
　一対のリング２２の各々は、傾斜した線状部分２８を下腕部に有し、傾斜した線状部分
２９を上腕部に有している。線状部分２８により、一対のリング２２に吊す紙葉５１が複
数枚となった場合でも、これら複数枚の紙葉５１が互いに密着し、磁性体壁５の側に安定
して支持される。また、線状部分２９により、鉛筆などの筆記用具５２を一対のリング２
２の上に安定的に載置しておくことができる。すなわち、筆記用具５２の置き場が、磁石
付きバインダ１０１自身の中に確保される。この構成は、紙葉５１がメモ用紙である場合
、あるいはメモ用紙を兼ねる場合に、特に有用である。
【００９３】
　上述したように、紙葉５１を本あるいはノートのような形態で保存するための綴じ具と
して、ファイルバインダが知られている。ファイルバインダは、紙葉端部に設けられた複
数の孔に複数のリングを通すことにより紙葉を綴じる器具である。複数のリングは開閉可
能であり、一旦閉じられると閉状態が維持される。このためファイルバインダは、紙葉を
差し替え可能に保持し、かつ一旦差し替えると、本あるいはノートのように紙葉を長期保
存可能である。このようにファイルバインダは、その特性から専らファイル用途であると
広くみなされてきた。磁石付きバインダ１０１は、ファイルバインダの特性に着目し、従
来の常識を超えて、当該ファイルバインダを紙葉５１の壁面保持用途に転換させたもので
ある。さらに、傾斜した直線部２８、２９を有するリング２２の形状は、磁石付きバイン
ダ１０１に特有のものであり、従来のファイル用途には不要なものである。すなわち、フ
ァイルバインダがファイル用途であるという従来の常識からは、リング２２の当該形状は
導き得ないものである。
【００９４】
　（実施の形態２）
　図８は、本発明の実施の形態２による磁石付きバインダの構成を示す斜視図であり、図
８（ａ）は当該磁石付きバインダの表面側、図８（ｂ）は裏面側を表している。また、図
９は図８（ｂ）のＤ－Ｄ切断線に沿った当該磁石付きバインダの断面図である。この磁石
付きバインダ１０２は、本発明の実施の形態１による磁石付きバインダ１０１と同様に、
基本的構成要素としてベース６、リングバインダ２、及び磁石３を有している。磁石付き
バインダ１０２は、本発明の磁石ホルダの一実施の形態にも該当する。ベース６は、図８
（ａ）に示す本来の姿勢を保つように磁石付きバインダ１０２を磁性体壁（図示略）に保
持したときに、リングバインダ２の上側となる領域が、図１に示した磁石付きバインダ１
０１が有するベース１よりも広くなっている。この広くなった領域の表面に、リングバイ
ンダ２に並ぶように、パンチ機構４が固定されている。パンチ機構４は、リングバインダ
２の一対のリング２２と同数かつ同間隔のパンチ孔を紙葉に形成するもの、すなわち穿孔
を行う穿孔機構である。
【００９５】
　パンチ機構４を用いることにより、磁性体壁に保持される磁石付きバインダ１０２の一
対のリング２２に吊り下げるべき紙葉（図示略）に、その場でパンチ孔を空け、即座に一
対のリングに吊り下げることが可能となる。すなわち、机上等に置かれる独立したパンチ
機を探す手間を要しなくなる。本来の使用姿勢において、リングバインダ２はパンチ機構
４の下方に位置するので、紙葉はパンチ機構４の干渉を受けることなく、一対のリング２
２に吊り下げることができる。また、磁石付きバインダ１０２に加えて、本発明の実施の
形態１による磁石付きバインダ１０１が、磁性体壁の別の場所に保持されている場合に、
この磁石付きバインダ１０１に紙葉を吊り下げるときにも、磁性体壁に保持される磁石付
きバインダ１０２のパンチ機構４を使ってパンチ孔を空けることができる。すなわち、磁
石付きバインダ１０２を親機とし、磁石付きバインダ１０１を子機として使用することに
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より、磁石付きバインダ１０２が有するパンチ機構４を、有効に利用することが可能とな
る。
【００９６】
　パンチ機構４は、主要な要素として台座部４１、ハンドル支持部４２、ハンドル４３、
及び一対のパンチ棒４８を有している。台座部４１は、蓋のような形状をなしており、ベ
ース６の表面を覆って内部に空洞４０を形成するように、ベース６の表面に固定されてい
る。この空洞４０は、パンチくず９６を収納する収納空間として機能する。ベース６には
、空洞４０に連通し、パンチくず９６を排出するための排出口６１が形成されている。排
出口６１は、ベース６を表面から裏面へ貫通する貫通孔として形成されている。排出口６
１は、不必要にパンチくず９６が漏れ出ないように、本来の使用姿勢において空洞４０の
上端ないし上端付近、すなわちリングバインダ２から遠い側に位置するように形成されて
いる。なお、図９は切断線Ｄ－Ｄによる切断面には表れない排出口６１をも、便宜上描い
ている。
【００９７】
　ハンドル支持部４２は、台座部４１の複数箇所において、かしめ孔４７を形成するよう
にかしめられることによって、台座部４１に固定されている。すなわち、台座部４１の複
数箇所に設けられた貫通孔４６と、これらに対応するハンドル支持部４２の部位に設けら
れた貫通孔６５とに、カシメ４５が挿通され、かしめられている。それにより、ハンドル
支持部４２が台座部４１に締結されている。その結果、台座部４１とハンドル支持部４２
との複数の締結部位には、かしめ孔４７が形成されている。かしめ孔４７に対応する台座
部６の部位には貫通孔６４が形成されている。複数のかしめ孔４７及び貫通孔６４の各々
に、例えばネジ４４を挿通し、その先端部にナット９４を螺合させて締め付けることによ
り、台座部６がベース６に固定されている。
【００９８】
　ハンドル４３は、ハンドル支持部４２に回動可能に取り付けられている。ハンドル４３
には、当該ハンドル４３の回動に伴って、ハンドル支持部４２に形成された一対の貫通孔
９１、及び対応する台座部４１の部位に形成された一対の貫通孔４９に進入及び後退可能
な一対のパンチ棒４８が連結している。一対のパンチ棒４８の間隔は、リングバインダ２
の一対のリング２２の間隔に一致している。一対のパンチ棒４８が貫通孔４９、９１を進
退することにより、台座部４１とハンドル支持部４２との間に形成された間隙９５に挿入
された紙葉に、パンチ孔を形成することができる。一対のパンチ棒４８が、貫通孔４９、
９１から後退した位置を待機位置とするように、ハンドル４３はバネ等の弾性部材（図示
略）によって付勢されている。
【００９９】
　以上のように、磁石付きバインダ１０２に用いられるパンチ機構４は、従来周知のパン
チ機と同様の構造を有している。すなわち、磁石付きバインダ１０２は、従来周知のパン
チ機の転用を可能にするものである。それにより、従来周知のパンチ機が有する台座部４
１とベース６との間にパンチくずを収納する空洞４０を容易に形成することができる。ま
た、従来周知のパンチ機が有する複数のかしめ孔４７と、ベース６に形成された貫通孔６
４とに、ネジ４４等の締結部材を通して締結することにより、台座部６をベース６に固定
することができる。
【０１００】
　図１０は、磁石付きバインダ１０２の使用例を示す斜視図である。磁性体壁（図視略）
に保持された磁石付きバインダ１０２の一対のリング２２には、例えばカレンダーあるい
はメモ用紙である複数枚の紙葉５１が吊り下げられている。一対のリング２２の上には、
鉛筆などの筆記具５２が載置されている。目盛り１１は、紙葉５１の正しい位置にパンチ
孔を空けるために、紙葉５１の一辺の中心位置を定めるのに便宜である。この目的に一層
適するように、目盛りはベース６の一端が目盛りの起点「０（ゼロ）」となるように定め
られる。すなわち、両端にはマージンを設けずに、目盛りがベース６の一辺の全体にわた
るように形成されている。また、一対のリング２２の上に載置された筆記用具５２は、目
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盛り１１で特定した中心位置に目印を付すのに便宜である。筆記用具５２で目印が付され
た紙葉５１の一辺の中心位置を、例えばパンチ機構４の台座部４１にエンボス加工された
中心位置標識（図１０に三角形の標識として例示）に合わせることにより、紙葉５１の正
しい位置にパンチ孔を空けることができる。ベース６の上端付近かつ左右両端付近に形成
されている一対の吊り下げ用孔１２には、吊り下げ用のヒモ５３が取り付けられている。
このヒモ５３によって、磁石付きバインダ１０２を、磁性体壁だけでなく通常の壁に吊り
下げて使用することも可能となる。
【０１０１】
　（その他の実施の形態）
　（１）　図１１は、本発明の磁石付きバインダに使用可能な磁石の形状を例示する外観
斜視図である。図１１（ａ）は、実施の形態１の磁石付きバインダ１０１及び実施の形態
２の磁石付きバインダ１０２に用いられた磁石３を例示している。図１１（ｂ）に例示す
る磁石８は、磁石３と同じく長矩形の板状に形成されている。但し、磁石８の裏面の長辺
方向端縁に形成される後退部８１が、斜面ではなく階段状に形成されている。図１１（ｃ
）に例示する磁石９７は円形板状に形成され、その裏面の全周にわたって後退部８２が形
成されている。図１１（ｃ）の例では、後退部８２は、裏面に近づくほど径が小さくなる
円錐体面状に形成されている。一例として、ベースに円形の開口部を形成し、ベースの表
面側の開口部端縁のうち中心対称となる２箇所に突出部１６及び溝７を形成し、ベースの
裏面側の開口部端縁の全周にわたって、張り出し部１８と同様の張り出し部を設けること
により、磁石９７を当該開口部に保持することが可能となる。磁石９７は、当該磁石９７
の磁力によって磁性体壁５に保持されたベースが、磁石９７の周りに回動しても支障のな
い用途、あるいは回動した方が望ましい用途に、特に適している。図１１（ｄ）に例示す
る磁石４０３は、磁石３と同じく長矩形の板状に形成されている。但し、磁石４０３の裏
面の長辺方向端縁に斜面状の後退部４３１が形成されているだけでなく、表面にも斜面状
の後退部４３２が形成されている。この磁石４０３は、後述する磁石ホルダ１１２への利
用に特に適している。
【０１０２】
　（２）　図１２は、本発明の別の実施の形態による磁石付きバインダの一部断面図であ
り、磁石付きバインダ１０１についての図３（ａ）に対応している。この磁石付きバイン
ダ１０３は、ベース７に形成された開口部７３の形状、及び磁石８の形状において、図３
に示したベース１及び磁石３とは異なっている。磁石８は、図１１（ｂ）に例示した磁石
８であり、その後退部８１は階段状に形成されている。長矩形の開口部７３の裏面側の長
辺方向端縁に形成された張り出し部７８は、磁石８の後退部８１の形状に対応して階段状
に形成されている。この磁石付きバインダ１０３においても、磁石８に後退部８１が形成
されているので、厚みのある磁石８を開口部７３内に収容することが可能となっている。
さらに、磁石８の裏面がベース７の裏面から外方に幾分か突出することも可能となってい
る。なお、磁石付きバインダ１０３は、本発明の磁石ホルダの一実施の形態にも該当する
。
【０１０３】
　（３）　図１３は、本発明のさらに別の２つの実施の形態による磁石付きバインダを示
す一部断面図であり、図１３（ａ）及び図１３（ｂ）はいずれも磁石付きバインダ１０１
についての図３（ａ）に対応している。図１３（ａ）に示す磁石付きバインダ１０４は、
ベース２０１の長矩形の開口部２１３の表面側の長辺方向端縁に形成された突出部１６が
、ベース２０１の表側の主面から上方に飛び出していない点で、磁石付きバインダ１０１
とは異なっている。開口部２１３から見て突出部１６の後方に形成される溝２１７は、突
出部１６を支える連結部２９３が十分に溝２９３の側に湾曲し得る深さを有するように形
成される。図１３（ｂ）に示す磁石付きバインダ１０５は、ベース２０２の長矩形の開口
部２１４の表面側の長辺方向端縁に形成された突出部１６、１５の一方である突出部１５
の後方には、溝２１７が形成されていない点において、図１３（ａ）に示す磁石付きバイ
ンダ１０４とは異なっている。他方の突出部１６が溝２１７の方向へ十分に後退し得るの
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であれば、図１３（ｂ）に例示するように、溝２１７は２箇所に形成することを要しない
。なお、磁石付きバインダ１０４及び１０５は、いずれも本発明の磁石ホルダの一実施の
形態にも該当する。
【０１０４】
　図３及び図１３に例示した形態以外にも、様々な戻り止め部材を採用することができる
。例えば、突出部１６を支持する連結部９３、２９３は、その底面に代えて側面を通じて
ベース１、６、７、２０２に連結するものであっても良い。また、突出部１５及び１６は
、開口部１３、７３、２１３、２１４の端縁のうちの対向する２つの部位に配置する形態
以外に、３箇所あるいは４箇所など、様々な部位に配置する形態を採ることも可能である
。例えば３箇所に配置した場合には、そのうちの１つは固定の突出部１５とし、残り２つ
は可動の突出部１６とすることができるし、３つ全てを突出部１６とすることもできる。
【０１０５】
　（４）　図１４は、図１３（ｂ）に示した磁石付きバインダ１０５を製造する過程で、
磁石３をベース２０２の開口部２１４に挿入する工程を示す工程図である。磁石３を開口
部２１４に挿入するには、図１４（ａ）に示すように、先ず磁石３の長辺方向端部のうち
の一方を、突出部１５と張り出し部１８の間に挿入する。次に、図１４（ｂ）に示すよう
に、磁石３の他方の端部を押し下げることにより、他方の突出部１６を溝２１７の側に押
し開く。それにより、磁石３の他方の端部を、突出部１６を通過させて、突出部１６の下
方に位置する張り出し部１８の上に置く。これにより、磁石３が開口部２１４の中に納ま
る。図５（ｃ）に示すように、磁石３が開口部２１４の中に収容されると、溝２１７の側
に後退していた突出部１６は、連結部２９３の弾性復元力により元の位置に戻る。これに
より、磁石３が開口部２１４から表裏何れの方向にも抜けることなく支持される。
【０１０６】
　（５）　図１５は、本発明の別の実施の形態による磁石保持用ベース及び磁石ホルダの
構成を示す図である。図１５（ａ）に例示する磁石保持用ベース１０６は、実施の形態１
による磁石付きバインダ１０１が有するベース１と同様に、例えば樹脂により形成された
板状体であり、開口部１３を有している。開口部１３は四隅に形成されている。開口部１
３は、実施の形態１による磁石付きバインダ１０１が有する開口部１３と同様に、その端
部には突出部１６のほかに溝１７及び張り出し部１８（図１５（ａ）～（ｄ）では図示略
）が形成されている。開口部１３に、例えば図１１（ａ）に例示した磁石３を取り付ける
ことにより、磁石保持用ベース１０６は、磁石ホルダとして使用することが可能となる。
磁石保持用ベース１０６は、一例として名刺あるいは銀行カードの大きさである。開口部
１３に磁石３を収容可能であるため、磁石を搭載した後にも厚みは変わらず、例えば数ｍ
ｍの厚さに抑えることが可能である。磁石保持用ベース１０６は、例えば、様々な情報を
表示したものを多数準備しておき、掲示すべきものに磁石３を取り付けて、磁性体壁に掲
示する、という使用形態を採ることが可能である。情報を表示する形態としては、例えば
、磁石保持用ベース１０６に文字、例えば氏名、所属を記載したり、磁石保持用ベース１
０６の色を様々に変えたり、磁石保持用ベース１０６の形状を様々に変えたり、という形
態を採ることができる。
【０１０７】
　図１５（ｂ）に例示する磁石ホルダ１０７は、磁石保持用ベース（「ベース」と適宜略
称する）９と、このベース９に取り付けられた磁石３とを有している。ベース９は、ベー
ス１と同様に、例えば樹脂により形成されており、磁石３を収容する開口部１３を有して
いる。ベース９は帯板状であり、開口部１３は、ベース９の長手方向の両端部付近に形成
されている。長矩形の開口部１３の長辺方向は、帯板状のベース９の長手方向に沿ってい
る。ベース９の表面側には、長矩形の開口部１３の長辺方向端縁に、突出部１６が設けら
れている。磁石付きバインダ１０１と同じく、磁石３の裏面がベース９の裏面から外方に
幾分か突出すること、すなわち磁石３の裏面側がベース９の裏面から頭出しすることが可
能である。このように構成された磁石ホルダ１０７は、紙葉等を磁性体壁に磁力により押
し付けて止める、いわゆるマグネットバーとして利用することができる。
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【０１０８】
　磁石ホルダ１０７において、開口部１３をベース９の２箇所だけでなく、３箇所以上に
形成することも可能である。例えば、ベース９の長手方向に沿って、４個あるいは８個な
ど、列を成すように開口部１３の群を形成することも可能である。多数の開口部１３のう
ち磁石３を保持させる開口部１３の個数を様々に変えることにより、共通のベース９を用
いて、吸着力が様々に異なる一連の磁気ホルダ１０７を、商品ラインナップとして準備す
ることも可能である。また既に述べたように、例えば接着剤による接着など、突出部１６
以外の他の固定手段を用いなければ、開口部１３の入口を拡げるように突起部１６を指で
後退させることにより、開口部１３から取り外すことが可能である。このように、磁石３
は開口部１３に着脱可能に取り付けることが可能であるため、ユーザが必要に応じて、多
数の開口部１３のうちから選択したものに、磁石３を装着することにより、磁石ホルダ１
０７を使用に供することも可能である。例えば、磁石ホルダ１０７で磁性体壁に押さえ付
けて保持すべき紙葉の厚さに応じて、磁石３の個数を調整することができる。なお、突出
部１５と突出部１６とを有する磁石付きバインダ１０４、１０５においても、接着等の他
の固定手段を用いなければ、磁石３は着脱可能である。
【０１０９】
　図１５（ｃ）に例示する磁石ホルダ１０８は、ベース９９と、このベース９９に取り付
けられた磁石３と、ベース９９に取り付けられたクリップ９８とを有している。ベース９
９は、ベース１と同様に、例えば樹脂により形成されており、磁石３を収容する開口部１
３を有している。クリップ９８が取り付けられているベース９９の表面側には、長矩形の
開口部１３の長辺方向端縁に、突出部１６が設けられている。磁石付きバインダ１０１と
同じく、磁石３の裏面はベース９９の裏面から外方に幾分突出することが可能である。図
１５（ｃ）に例示するように、開口部１３は、本来の使用姿勢においてベース９９の上部
に設けられるのが望ましい。クリップ９８は指等により開閉可能であり、バネ等の弾性部
材により閉状態に付勢されている。このように構成された磁石ホルダ１０８を用いること
により、紙葉等をクリップ９８に挟んで磁性体壁に保持することができる。
【０１１０】
　図１５（ｄ）に例示する磁石ホルダ１０９は、ベース９０と、このベース９０に取り付
けられた磁石３と、ベース９０に取り付けられたフック１９０とを有している。ベース９
０は、ベース１と同様に、例えば樹脂により形成されており、磁石３を収容する開口部１
３を有している。フック１９０が取り付けられているベース９０の表面側には、長矩形の
開口部１３の長辺方向端縁に、突出部１６が設けられている。磁石付きバインダ１０１と
同じく、磁石３の裏面はベース９０の裏面から外方に幾分突出することが可能である。図
１５（ｄ）に例示するように、開口部１３は、本来の使用姿勢において、可能な範囲でベ
ース９０の上部に設けられるのが望ましい。このように構成された磁石ホルダ１０９を用
いることにより、小物等をフック１９０に吊して磁性体壁に保持することができる。開口
部１３に代えて、円形の開口部をベース９０に形成し、図１１（ｃ）に例示した円形板状
の磁石９７を当該円形開口部に取り付けても良い。
【０１１１】
　（６）　図１６は、本発明のさらに別の実施の形態による磁石ホルダ及び磁石付きバイ
ンダの一部断面図であり、磁石を磁石保持用ベースの開口部に挿入する工程を併せて示し
ている。磁石付きバインダ１１１は、磁石ホルダ１１０及びリングバインダ２を有してい
る（図１６（ａ）及び図１６（ｆ）参照）。磁石ホルダ１１０は、開口部３１３を有する
ベース３０１と、開口部３１３に保持される永久磁石３１３とを有している。リングバイ
ンダ２は、ベース３０１の表面側に取り付けられている。ベース３０１はベース１（図１
）と同様に、例えば、適度な剛性を有する合成樹脂により形成される。磁石付きバインダ
１１１は、磁石付きバインダ１０１（図３参照）とは異なり、一対の突出部１６に代えて
突出部３１５及び３１６が形成されており、溝１７は形成されていない。磁石ホルダ１１
０の平面図の提示は略するが、開口部３１３は開口部１３（図４）と同様に、長矩形に開
口するように形成されている。開口部３１３の表面側の長辺方向端縁には、開口部３１３
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の内方へ向かって突出する２つの突出部３１５及び３１６が形成されている。図１６（ａ
）の紙面において、突出部３１５及び３１６の手前側及び奥側は、ベース３０１の残余の
部分に連結されている。このように形成された突出部３１５及び３１６は、磁石３の開口
部３１３への挿入を許すと共に、一旦挿入された磁石３の逆戻り、すなわち表面側への抜
け落ちを防止すべく磁石３を係止する。すなわち、突出部３１５及び３１６は、本発明の
「戻り止め部材」の一例に該当する。
【０１１２】
　開口部３１３の側壁の裏面側付近には、開口部３（図３）の張り出し部１８と同様に、
開口部３１３の内方に張り出す張り出し部３１８及び３１９が形成されている。張り出し
部３１８及び３１９は、開口部３１３の長辺方向端縁に斜面をなすように形成されている
。この張り出し部３１８及び３１９は、張り出し部１８（図３）と同様に、磁石３が開口
部３１３から裏面側へ抜け落ちるのを防止すべく磁石３を係止する係止部材として機能す
る。突出部３１６と張り出し部３１８とにより、開口部３１３の一対の長辺方向端縁の一
方に位置する側壁に凹部３５１が形成されている。同様に、突出部３１５と張り出し部３
１９とにより、開口部３１３の一対の長辺方向端縁の他方に位置する側壁に凹部３５２が
形成されている。これらの凹部３５１及び３５２はいずれも、張り出し部３１８及び３１
９の斜面のために、奥へ至るほど連続的に幅狭となっている。また、凹部３５１は凹部３
５２よりも奥行きが深く形成されている。
【０１１３】
　磁石３を開口部３１３に挿入するには、図１６（ｂ）に示すように、先ず磁石３の長辺
方向端部のうちの一方を、突出部３１６と張り出し部３１８との間、すなわち奥行きが深
い方の凹部３５１に挿入する。次に、図１６（ｃ）に示すように、磁石３に指の力を付与
することにより、磁石３の端部を凹部３５１に押し込む。磁石３の端部は後退部３１のた
めに楔状となっており、かつ凹部３５１は奥へ至るほど連続的に幅が狭くなっているため
、突出部３１６及び張り出し部３１８が弾性変形することにより、あるいはそれらの何れ
かが弾性変形することにより、凹部３５１の幅が拡がる。それにより、磁石３の端部を凹
部３５１に侵入させることができ、押し込んだ側とは反対側の磁石３の端部を、突出部３
１５と干渉しないように、突出部３１５から逃がしつつ開口部３１３内へ導くことができ
る（図１６（ｄ））。その結果、磁石３の全体を開口部３１３に挿入することが可能とな
る。突出部３１５に向き合う方の磁石３の端部にも、後退部３１が形成されているために
、当該端部が肉薄となっている。このことも、磁石３が突出部３１５との干渉を回避しつ
つ、開口部３１３内に納まることを容易にしている。
【０１１４】
　磁石３を開口部３１３に挿入した後には、指の力は解除されるので、弾性変形により拡
張させた凹部３５１の幅が、本来の幅に復帰する。その結果、磁石３はもはや２つの突出
部３１５及び３１６の間をすり抜けて、開口部３１３からベース３０１の表側に抜け出る
ことはできない。幅を拡げるように弾性変形させる必要のない凹部３５２は、凹部３５１
よりも浅く形成されているので、ベース３０１の製造が容易である。特に、金型を用いて
樹脂を成型することによりベース３０１が形成される場合には、金型の操作が容易となる
。
【０１１５】
　ベース３０１が適度な剛性を有する材料で構成され、それにより突出部３１６又は張り
出し部３１８が、磁石３の後退部３１を受け入れ可能なほどに弾性変形可能なのであれば
、図１６（ｅ）に示すように、手指の力で開口部３１３の長辺方向に沿って撓み変形を付
与することにより、磁石３を表側に容易に取り外すことが可能である。すなわちベース３
０１は、突出部３１５及び３１６以外の固定手段、例えば接着剤による接着が用いられな
いのであれば、ベース１（図１）等と同様に、磁石３を開口部３１３に着脱可能に保持す
る。図１６（ｆ）に示すように、ベース３０１にリングバインダ２が取り付けられた場合
には、リングバインダ２の剛性がベース３０１の撓み変形を妨げる。このため、ベース３
０１を手指で撓ませることにより磁石３を開口部３１３から取り外すことは困難となる。
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しかし、磁石３を何らかの治具を用いて挟みつつ、磁石３を凹部３５１の側に押し付ける
ことにより、磁石３の挿入過程とは逆の過程を経由して（図１６（ｄ）～図１６（ｂ））
、磁石３を取り外すことが可能である。
【０１１６】
　磁石３は、開口部３１３の長辺に沿った方向と、深さ方向とに、ある程度の遊びを持っ
て開口部３１３に収容されている。このことは、図１６（ｂ）及び図１６（ｃ）に例示し
た磁石３の開口部３１３への挿入作業を、より容易なものとする。すなわち、図１６（ｂ
）及び図１６（ｃ）の工程で、磁石３は凹部３５１に挿入された端部を軸として、ある程
度の角度をもって回動する。磁石３と開口部３１３との間に、左右方向及び深さ方向に遊
びがあれば、この回動が容易となるので、磁石３の開口部３１３への挿入が容易なものと
なる。
【０１１７】
　（７）　図１７は、本発明のさらに別の実施の形態による磁石ホルダの一部断面図であ
り、磁石を磁石保持用ベースの開口部に挿入する工程を併せて示している。磁石ホルダ１
１２は、長矩形に開口する開口部４１３を有するベース４０１と、開口部４１３に保持さ
れる長矩形板状の永久磁石４０３とを有している。ベース４０１はベース１（図１）と同
様に、例えば、適度な剛性を有する合成樹脂により形成される。磁石ホルダ１１２は、磁
石ホルダ１１０（図１６参照）とは、突出部４１６及び４１５の形状が異なっている。す
なわち、突出部４１６及び４１５は、幅が根元で大きく、先端に至るほど狭くなるように
形成されている。この形態においても開口部４１３の側壁には、突出部４１６と張り出し
部４１８とにより凹部４５１が形成され、突出部４１５と張り出し部４１９とにより凹部
３５２が形成されている。これらの凹部４５１及び４５２はいずれも、奥へ至るほど連続
的に幅狭となっている。また、凹部４５１は凹部４５２よりも奥行きが深く形成されてい
る。
【０１１８】
　開口部４１３のかかる形状に適合するように、開口部４１３には図１１（ｄ）に例示し
た磁石４０３が適用される。磁石４０３は、裏面及び表面の双方の長辺方向端縁に、斜面
状の後退部４３１及び後退部４３２が形成されている。図１７（ｂ）～図１７（ｅ）に例
示するように、図１６（ｂ）～図１６（ｄ）に例示した磁石３の挿入工程と同様の工程を
実行することにより、磁石４０３を開口部４１３に挿入することができる。すなわち、磁
石４０３に指の力を付与することにより、突出部４１６及び張り出し部４１８を弾性変形
させることにより、あるいはそれらの何れかを弾性変形させることにより、凹部４５１の
幅を拡げることができる。それにより、磁石４０３の端部を凹部４５１の奥へ侵入させる
ことができ、磁石４０３の他の端部を突出部４１５と干渉させることなく、開口部４１３
内に納めることができる。突出部４１５及び４１６は、突出部３１５及び３１６（図１６
）と同様に、本発明の「戻り止め部材」として機能する。また、ベース４０１は、ベース
３０１（図１６（ｅ））と同様に、手指の力で開口部４１３の長辺方向に沿って撓み変形
を付与することにより、磁石４０３を表側に容易に取り外すことが可能である。図１７（
ｅ）に明瞭に例示するように、磁石４０３は、開口部３１３の長辺に沿った方向と、深さ
方向とに、ある程度の遊びを持って開口部３１３に収容されている。このことは、図１７
（ｂ）及び図１７（ｃ）に例示した磁石４０３の開口部４１３への挿入作業を、より容易
なものとする。
【０１１９】
　（８）　本発明の磁石付きバインダに使用されるリングバインダは、図６に示したリン
グバインダ２に限定されるものではない。例えば、リング２２の個数は２本に限定されず
、一般に複数であっても良い。また、リング２２の閉状態を維持する閉維持機構も、図６
に例示した形態に限られない。開閉可能な複数のリングを有し、これら複数のリングが一
旦閉じられると、閉じた状態を保持する閉維持機構を有するものであれば、本発明の磁石
付きバインダが有するリングバインダとして利用可能である。
【０１２０】
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　（９）　図３に例示した開口部１３では、当該開口部１３の裏面側の長辺方向両端縁に
張り出し部１８が形成されていた。これに対して、開口部１３の裏面側の端縁の全周にわ
たって張り出し部１８が形成されていても良く、磁石３が裏面側から脱落しない範囲で、
全周のうちの一部、例えば短辺方向両端縁に張り出し部１８が形成されていても良い。こ
れに対応して磁石３の後退部３１も、裏面側端縁の全周にわたって形成されていても良く
、当該全周のうちの一部に形成されていても良い。
【０１２１】
　（１０）　図３において、磁石３の表面にも、一対の突出部１６に対向する部位に、後
退部を設けても良い。それにより、磁石３をさらに厚くすることが可能となる。この後退
部は、例えば、図１１（ｄ）に例示した磁石４０３の後退部４３２のように、斜面を成す
ように形成されても良く、図１１（ｂ）に例示した磁石８の裏面側の後退部８１と同様に
、段差状に形成されたものであっても良い。
【０１２２】
　（１１）　図６に例示したカシメ２４に代えて、他の締結部材、例えばネジやボルトと
ナットなどを用いることも可能である。また、図９に示したネジ４４の代わりに、カシメ
など他の締結部材を用いることも可能である。カシメは廉価であり、かつ容易に半永久的
な固定を可能にする、という利点がある。
【０１２３】
　（１２）　上記実施の形態では、パンチ機構４のパンチ棒４８が、リングバインダ２の
リング２２と同数かつ同間隔に配置された例を示した。これに対して、リングバインダ２
のリング２２の個数が３個以上である場合に、パンチ棒４８がリング２２とは同間隔では
あるが、リング２２の個数よりも少ないパンチ機構４を用いることも可能である。例えば
、リング２２の個数が３であり、かつ２本のパンチ棒４８を有するパンチ機構４を用いた
場合には、パンチ機構４の１回の操作により紙葉に２つのパンチ孔を空けた後に、一方の
パンチ孔に他方のパンチ棒が通ように紙葉をずらした上で、パンチ機構４を再度操作する
ことにより３個目のパンチ孔を空けることができる。
【符号の説明】
【０１２４】
　１，６，７，９，９０，９９，１０６，２０１，２０２、３０１、４０１　磁石保持用
ベース
　２　リングバインダ
　３，８，９７，４０３　磁石
　４　パンチ機構
　５　磁性体壁
　１３，７３，２１３，２１４、３１３，４１３　開口部
　１５，１６，３１５，３１６，４１５，４１６　突出部
　１８，７８，３１８，３１９，４１８，４１９　張り出し部
　１７，２１７　溝
　２１　リング支持部
　２２　リング
　２８　線状部分（第１の線状部分）
　２９　線状部分（第２の線状部分）
　３１，８１，８２，４３１，４３２　後退部
　４０　空洞
　４１　台座部
　４２　ハンドル支持部
　４３　ハンドル
　４４　カシメ（締結部材）
　４７　かしめ孔
　４８　パンチ棒
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　５１　紙葉
　５２　筆記用具
　６１　排出口
　９３，２９３　連結部
　１０１，１０２，１０３，１０４，１０５、１１１　磁石付きバインダ
　１０１，１０２，１０３，１０４，１０５，１０７，１０８，１０９、１１０、１１２
　磁石ホルダ
【要約】
【課題】　紙葉を取り扱う際に散らばりにくく、紙葉を手短に頁形成し、製本することを
可能にする磁石付きバインダを提供する。
【解決手段】　磁石付きバインダ１０２は、磁石保持用ベース６、リングバインダ２、磁
石３及びパンチ機構４を有している。磁石３の磁力により磁石付きバインダ１０２を磁性
体壁に吸着させて使用することができる。紙葉をリングバインダ２の開閉可能な一対のリ
ング２２に吊り下げることにより、紙葉を着脱可能に磁性体壁に保持することができる。
一対のリング２２の下腕部は、上方に向かって傾斜した線状部分２８を有するので、複数
の紙葉が互いに密着し、磁性体壁の側に安定して支持される。紙葉を一対のリング２２に
吊り下げるのに要する一対のパンチ孔を、パンチ機構４を用いて形成することができる。
【選択図】　図８

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】 【図９】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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